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減資に関するお知らせ 

 

 

当社は、以下のとおり資本金の額を減少しますので知らせします。 

 

１．目的 

財務戦略の一環として、会社法第447条の規定に基づき資本金の額を減少します。 

 

２．減資の要領   

(1) 減少すべき資本金の額 

 資本金の額20,000,000円を10,000,000円減少し、10,000,000円とします。 

 

(2) 資本金の額の減少の方法 

 発行済株式総数を変更することなく資本金の額のみを減少し、減少する資本金の 

額全額を資本剰余金に振り替えることとします。 

 

３．減資の日程概要 

(1)債権者異議申述公告日   ２０２５年１１月１３日 

 

(2)債権者異議申述最終期日  ２０２５年１２月１９日 

 

(3)効力発生日        ２０２５年１２月２２日 

 

※本件に関するお問合せ先： 総務部（03-3833-9050） 

貴社営業担当者（03-3834-5841） 


